
府中市告示第７４号 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２の３第１項に規

定する指定納付受託者を次のとおり指定したので、同条第２項の規定によ

り次のとおり告示する。 

 

               令和８年４月１日 

府中市長 高 野 律 雄 

 

１ 指定納付受託者の名称及び事務所の所在地 

 (１) 株式会社トラストバンク 

   （東京都品川区上大崎３丁目１番１号） 

 (2) スルガカード株式会社 

   （東京都中央区日本橋室町１丁目７番１号） 

 (３) 楽天グループ株式会社 

   （東京都世田谷区玉川１丁目１４番１号 楽天クリムゾンハウス） 

 (４) 株式会社さとふる 

   （東京都中央区京橋２丁目２番１号 京橋エドグラン１３Ｆ） 

 (５) ＰａｙＰａｙ株式会社 

   （東京都千代田区紀尾井町１丁目３番） 

 (６) 株式会社アイモバイル 

   （東京都渋谷区渋谷三丁目２６番２０号関電不動産渋谷ビル８階） 

 (７) アマゾンジャパン合同会社 

   （東京都目黒区下目黒１丁目８番地１号） 

 (８) 株式会社 JR東日本ネットステーション 

   （東京都渋谷区千駄ヶ谷５丁目２７番地１１号 アグリスクエア新

宿４階） 

 (９) 株式会社ＤＧフィナンシャルテクノロジー 

   （東京都渋谷区恵比寿南３丁目５番地７号 ＤＧビル１０階） 

 

 



２ 指定納付受託者が納付事務を行うことができる歳入の種類 

府中市ふるさと寄附金 

 

３ 指定日 

  令和８年４月１日 

 

４ 指定期間 

  令和８年４月１日から令和９年３月３１日 


